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１  （ 仮） 岐阜市多文化共生推進会議の設置               

 

本市では平成21(2009 )年に外国人市民の市政への参画を 推進し 、 誰も が住みやすい

まち づく り を 進める ため、 外国人市民から 意見を 聴取し 市政に反映さ せる と と も に、 多

文化共生社会の推進に寄与する こ と を 目的と し て岐阜市外国人市民会議を 設置し まし

た。 委員は学識経験者、 外国人コ ミ ュ ニティ 団体に所属する 者、 国際交流・ 多文化共生

活動に従事する者、 公募委員から なり 、 会議では外国人市民に係る 施策に関する事項や

外国人市民と 日本人市民と の交流及び共生に関する 事項など多文化共生推進基本計画

に掲げる 事業の効果的な取り 組みについて意見を 伺っ ています。  

今後は、 外国人市民と 日本人市民が同じ 場において、 それぞれの観点から 本市の多文

化共生を 議論し 相互理解を 深め、よ り よい事業展開へと つなげる ためオール岐阜で推進

する 体制を 構築し ます。 岐阜市外国人市民会議を 母体と し て、 地域の代表、 日本語ボラ

ン ティ ア、 国際交流団体、 国や県など外国人市民を 取り まく 関係機関・ 団体で構成する

（ 仮称） 岐阜市多文化共生推進会議を 設置し 、 本計画を 推進し ていき ます。  

会議では、 特に重要な取組の実施に係る調整や検討のほか、 国の政策や社会情勢に対

応する 取り 組みについて協議する こ と と し ます。  

 

 

２  庁内推進体制                         

 

本計画を 推進する ために、 市長を 本部長と する「 岐阜市市民と の協働推進本部」 及び

市民参画部次長を 幹事長と する 同幹事会において、年度ごと のアク ショ ン プラ ンの確認

及び計画の進捗管理を 行います。  

また、 岐阜市の多文化共生推進に関し て、 庁内関係部の連携及び調整を 図り 、 横断的

な検討を 行う 役割を 担う こ と を 目的と し て設置し ている 多文化共生推進リ ーダーを 通

じ て、 次の業務を 行います。  

① 定期的に会議を 開催し 、 計画の進捗状況の確認と 情報共有を 行います。  

② 計画を 推進し ていく ために毎年度、 アク ショ ン プラ ン を 策定し 、 具体的な事業の展
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開を 図る と と も に、 年度末において、 各事業の達成度合い等を チェ ッ ク し 、 PDCAサ

イ ク ルによ り 事業の見直し を 行います。  

③ 外国人市民向け情報サイ ト の掲載内容など、全庁的に取り 組む多文化共生推進施策

について検討を 行います。  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


